
■確定申告書の作成
　税務署または市役所（支所を含む）に備え付けている
「確定申告の手引き」を参考にすれば申告書の作成が意
外と簡単にできます。自分で作成し、早めに郵送で提出
してください。
　なお、国税庁ホームページ（URL http://www.nta.
go.jp）で、所得税の確定申告書の作成および各種用紙
等をダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

■申告相談窓口（被災者・公的年金受給者等）
　税務署では、納税者のみなさんが自分で申告書を作成
できるよう相談を受け付けます。
　なお、災害で住宅・家財等に被害を受けられたかたや
公的年金等受給者のかたを対象に、平成16年分所得税確
定申告書作成の説明会を開催します。
　開催場所・日時等は、１月号22ページに掲載していま
すのでご確認ください。
○申告相談に必要な書類
・申告書（税務署から送付された申告書をお持ちのか
たのみ）

・所得の計算に必要な書類、源泉徴収票
・印鑑、筆記用具、電卓
・医療費の領収書、支払保険料等の証明書
・災害にあわれたかたは、被害額等がわかる書類
・還付金の受取口座の分かるもの　など

■申告と納税の期限
○所得税・贈与税は３月15日㈫
○消費税・地方消費税（個人事業者）は３月31日㈭

■お問い合わせ先
　伊予西条税務署　個人課税部門（℡0897-56-3292）
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お問い合わせ先

市民税課市民税係（℡0897 - 56 - 5151 内線 2262 ･ 2263 ･ 2264）

東予総合支所税務課市民税係（℡0898 - 64 - 2700内線 123 ･ 124）

丹原総合支所税務課市民税係（℡0898 - 68 - 7300内線 214 ･ 261）

小松総合支所税務課市民税係（℡0898 - 72 - 2111 内線 114）
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旧小松町
日程
16日㈬ 岡村・藍刈

小松総合支所
２階ホール

小松総合支所
２階ホール

旧藩・町東
新屋敷
一本松・駅前
新宮藤木・宝来・玉河
川原谷・中西北町
南川
北川・石鎚団地・石鎚
旧小松町全地区
安井・明穂
西・中・東大頭

小松農村環境
改善センター妙口上・下

妙口原・都谷
大郷・湯浪

旧小松町全地区

9:00
～
16:00

22日㈫

17日㈭
18日㈮

23日㈬
24日㈭
25日㈮

21日㈪

１日㈫
２日㈬
３日㈭
４日㈮

28日㈪

７日㈪

時間 対象地区 会場
２　

月

３　

月

８日㈫
　～11日㈮
14日㈪･15日㈫

旧丹原町
日程
16日㈬ 9:00～16:00 長野

田野公民館田野上方・北田野
高松・川根
来見・湯谷口
関屋・寺尾・明穂
石経・志川
古田・徳能出作
徳能・高知
鞍瀬
田滝・田滝前
明河

中川公民館

徳田公民館

桜樹公民館
田滝集会所
明河集会所
千原集会所
丹原総合支所
楠窪集会所
臼坂集会所

丹原総合支所
２階会議室

千原
南部・久妙寺
楠窪
臼坂
南部・久妙寺
今井
丹原
池田
願連寺

旧丹原町全地区

9:00～16:00
9:00～16:00
9:00～16:00
9:00～16:00

9:00～16:00

13:30～16:00
9:00～11:30

9:00～11:30

9:00～16:00

9:00～16:00
9:00～16:00
9:00～16:00
9:00～16:00
9:00～16:00

9:00～16:00

13:30～16:00
9:00～11:30

13:30～16:00

9:00～16:00

9:00～16:00

22日㈫

17日㈭
18日㈮

23日㈬
24日㈭
25日㈮

21日㈪

１日㈫

２日㈬

３日㈭
４日㈮

28日㈪

10日㈭

時間 対象地区 会場
２　

月

３　

月

14日㈪･15日㈫

７日㈪～９日㈬
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申告書の提出は、自分で書いて、

郵送などで、お早めに

税務署からのお知らせ
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